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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成29年4月20日(2017.4.20)

【公開番号】特開2015-221419(P2015-221419A)
【公開日】平成27年12月10日(2015.12.10)
【年通号数】公開・登録公報2015-077
【出願番号】特願2014-107160(P2014-107160)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｄ  46/00     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/052    (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/055    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｄ   46/00     　　　Ｃ
   Ｆ０２Ｃ    7/00     　　　Ｄ
   Ｆ０２Ｃ    7/052    　　　　
   Ｆ０２Ｃ    7/055    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月16日(2017.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスタービンの吸気経路上に、フィルタ材を配置してなる吸気フィルタ装置であって、
　前記フィルタ材が前記吸気経路における流体の流通する方向の上流側から挿入されて、
該フィルタ材を支持する枠体と、
　該枠体の下流側に取り付けられて、前記フィルタ材の下流側を閉塞する閉止板を係止す
るための閉止板用係止部と、
を有する吸気フィルタ装置。
【請求項２】
　前記係止部が、前記閉止板を前記吸気経路における流体の流通する方向と交差する方向
に移動可能に支持する案内部材を含む請求項１に記載の吸気フィルタ装置。
【請求項３】
　前記フィルタ材を間に挟んで両側に配置された一組の案内部材を備え、前記一組の案内
部材には、それぞれ前記閉止板を受入れ可能な溝部が形成され、該溝部の開口が互いに対
面するように形成された請求項２に記載の吸気フィルタ装置。
【請求項４】
　前記吸気フィルタ装置は、前記係止部を介して前記枠体に取付けられた閉止板を備える
請求項１に記載の吸気フィルタ装置。
【請求項５】
　前記枠体は、板状の管板を含み、前記フィルタ材は前記管板に支持される請求項１に記
載の吸気フィルタ装置。
【請求項６】
　前記案内部材を介して前記閉止板を前記枠体に脱着可能に固定する固定具を有する請求
項２又は３のいずれか１項に記載の吸気フィルタ装置。
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【請求項７】
　前記枠体の下方で、かつ前記枠体の下流側から前記流体の流通する方向に向かって延在
するデッキ部をさらに備える請求項１から６のいずれか一項に記載の吸気フィルタ装置。
【請求項８】
　前記吸気経路上で前記フィルタ材の下流側に間隔をあけて設けられる網目状のフェンス
を有する請求項１から７のいずれか一項に記載の吸気フィルタ装置。
【請求項９】
　複数のフィルタ材を有し、
　前記複数のフィルタ材は、前記吸気経路における流体の流通する方向に直列に配置され
、前記閉止板は、前記複数のフィルタ材のうち、前記流体の流通する方向で最も下流側の
フィルタ材の下流側に配置される請求項１から８のいずれか一項に記載の吸気フィルタ装
置。
【請求項１０】
　前記案内部材は上下方向に沿って複数配置され、互いに隣接する前記案内部材の前記流
体の流通する方向における寸法が互いに異なる請求項２から９のいずれか一項に記載の吸
気フィルタ装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載された吸気フィルタ装置を備えるガスタービン
。
【請求項１２】
　ガスタービンの吸気経路上に、フィルタ材を配置してなる吸気フィルタ装置のフィルタ
交換方法であって、
　枠体内に配置された交換対象フィルタ材の下流側の表面を閉塞する閉止板を配置する閉
止板配置工程と、
　前記閉止板が配置された前記交換対象フィルタ材を、前記枠体から前記吸気経路におけ
る上流側に向かって取り外す取外し工程と、
　前記取外し工程によって前記交換対象フィルタ材が取り外された前記枠体に対して、前
記吸気経路における上流側から交換用フィルタ材を取り付ける取付け工程と、
　前記取付け工程によって前記交換用フィルタ材が取り付けられた前記枠体から前記閉止
板を除去する閉止板除去工程と、
を含む吸気フィルタ装置のフィルタ交換方法。
【請求項１３】
　前記閉止板配置工程では、前記交換対象フィルタ材の下流側で前記吸気経路における流
体の流通する方向と交差する方向に、前記閉止板をスライドさせて前記フィルタ材の下流
側の表面を閉塞させる請求項１２に記載の吸気フィルタ装置のフィルタ交換方法。
【請求項１４】
　前記吸気フィルタ装置は、複数のフィルタ材を有しており、前記複数のフィルタ材は、
前記吸気経路における流体の流通する方向に直列に配置されており、前記閉止板配置工程
では、前記複数のフィルタ材のうち、前記流体の流通する方向で最も下流側のフィルタ材
の下流側に前記閉止板を配置する請求項１２又は１３に記載の吸気フィルタ装置のフィル
タ交換方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１８４９８２号公報
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　さらに、本発明の他の態様に係る吸気フィルタ装置のフィルタ交換方法では、前記吸気
フィルタ装置は、複数のフィルタ材を有しており、前記複数のフィルタ材は、前記吸気経
路における流体の流通する方向に直列に配置されており、前記閉止板配置工程では、前記
複数のフィルタ材のうち、前記流体の流通する方向で最も下流側のフィルタ材の下流側に
前記閉止板を配置してもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　吸気フィルタ装置９０は、図１に示すように、吸気経路を形成する建屋枠９２と、建屋
枠９２を地表面から上方に離間した位置に支持する支持構造物９１と、複数のフィルタア
ッセンブリ１を備えている。また、建屋枠９２は、作業者の出入りや、物品の搬出入を行
うための階段や入口等を外部、及び内部に備えている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　続けて、以下のようにして閉止板配置工程を進める。
　図３及び図６に示すように、まず、下流側デッキ部５０において第二作業者Ｗ２は、第
一支持体３４と第二支持体３５の両端部の一方から、閉止板２０の幅方向におけるいずれ
かの端縁を溝部３４Ｄ、３５Ｄに沿って挿通する。より詳細には、第一支持体３４の係止
面３４Ｂと下流側フィルタ面４１、及び第二支持体３５の係止面３５Ｂと下流側フィルタ
面４１との間にそれぞれ形成される間隙（溝部３４Ｄ、３５Ｄ）に、閉止板２０の端縁を
すべり込ませるようにして挿通する。続いて、閉止板２０が下流側フィルタ面４１の全面
を覆うまで、閉止板２０を挿通する。この状態において、閉止板２０は、流体の流通する
方向と交差する方向に移動可能なように、第一支持体３４（案内部材６０）と、第二支持
体３５（案内部材６０）とによって支持されている。
　続けて、図７の左図に示すように、第一支持体３４、第二支持体３５のそれぞれのねじ
穴３４Ｃ，３５Ｃに、蝶ねじ３６をねじ込む。この状態においては、図に示すように、閉
止板２０は、下流側フィルタ面４１との間にわずかな間隙を有している。
　さらに、図７の右図に示すように、閉止板２０が下流側フィルタ面４１に隙間なく当接
するまで、上述の蝶ねじ３６をさらにねじ込む。以上により、閉止板配置工程が完了する
。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　なお、上述の実施形態においては、プレフィルタ材１０Ａとメインフィルタ材１０Ｂと
が互いに当接して設けられた例を説明した。しかしながら、フィルタ材１０の構成はこれ
に限定されず、プレフィルタ材１０Ａとメインフィルタ材１０Ｂとが、流体の流通する方
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向に沿って離間して配置されていてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　具体的には、一組の案内部材１６０（第一支持体１３４、第二支持体１３５）を配置し
、取付け面（管板１３１）に対して、断面が逆Ｌ字状になるように取付け、流体の流れ方
向に直交する方で、案内部材１６の長手方向に延在する部材として配置される。案内部材
１６０と取付け面（管板１３１）との間には、閉止板１２０の端縁を受入れ可能な溝部１
３４Ｄ、１３５Ｄが形成される。一組の案内部材１６０は、各溝部１３４Ｄ、１３５Ｄが
フィルタ材１００を間に挟んで対面するように配置される。このため、閉止板１２０の案
内部材１６０への取付けが容易である。なお、閉止板１２０を管板１３１に取付ける際、
管板１３１との間にパッキン等の充填材１４２を配置する。これは、閉止板１２０を管板
１３１に取付ける際、固定部材１３３のフランジ部１３３ＡＦが干渉して、閉止板１２０
を管板１３１に密着させることが出来ず、閉止板１２０と管板１３１との間に隙間が空い
てしまう。この隙間から下流側へ空気が漏れ、フィルタ材の交換作業が出来ない事態を回
避するため、閉止板１２０と管板１３１の間の閉止板１２０の裏側外周に、パッキン等の
充填材１４２を配置する。固定具１３６を締め込むことにより、閉止板１２０を充填材１
４２を介して管板１３１に取付けることが出来る。充填材１４２は、閉止板１２０の裏側
に張り付けてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　次に、図１２に示す上下方向（鉛直方向）に配置されたフィルタ部材１００に閉止板１
２０を取り付ける場合の案内部材１６０を説明する。図１２に示す幅方向（左右方向）に
配置された隣接するフィルタ材１００同士の場合、案内部材１６０を構成する第一支持体
１３４及び第二支持体１３５は、フィルタ材１００を間に挟んで幅方向（左右方向）に配
置され、管板１３１の表面から同じ高さ（溝部１３４Ｄ、１３５Ｄの溝幅が同じ）に配置
されている。
　ところで、図１２において、上下方向に配置された隣接するフィルタ材１００同士の場
合には、第一支持体１３４及び第二支持体１３５を同じ高さ（溝部１３４Ｄ、１３５Ｄの
溝幅が同じ）で設置すると、閉止板１２０を第一支持体１３４の溝部１３４Ｄ又は第二支
持体１３５の溝部１３５Ｄに挿入する場合、隣接するフィルタ材１００の第一支持体１３
４又は第二支持体１３５と干渉して、閉止板１２０を挿入できない可能性がある。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　そのため、図１３に示すように、上下方向に配置されたフィルタ材１００の場合は、第
一支持体１３４及び第二支持体１３５の溝部１３４Ｄ、１３５Ｄの溝幅（管板１３１の表
面からの高さに相当）を、上下方向に隣接する第一支持体１３４及び第二支持体１３５の
場合は、互いに異なる溝幅になるように設置する。このような配置とすれば、二点鎖線で
示した閉止板１２０のように、矢印で示す斜め方向から第一支持体１３４の溝部１３４Ｄ
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又は第二支持体１３５の溝部１３５Ｄに挿入できる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　次に、第二実施形態に係るフィルタ材１００の交換方法について、図８～図１０を用い
て説明する。第一実施形態と異なる方法についてのみ説明するものとし、同じ方法が適用
できる場合は説明を省略する。本実施例のフィルタ材１００の枠体１３０（管板１３１）
への取付け構造が、第一実施形態とは異なっている。つまり、フィルタ材１００の取外し
工程及び取付け工程が異なる点を除き、閉止板配置工程及び閉止板除去工程等の手順は、
第一実施形態とほぼ同じ手順である。例えば、下流側デッキ部５０において、第二作業者
Ｗ２が、閉止板１２０を枠体１３０（管板１３１）に固定された案内部材１６０（第一支
持体１３４、第二支持体１３５）に取付ける閉止板配置工程や、閉止板１２０を案内部材
１６０から取り外す閉止板除去工程は第一実施形態と変わらない。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　第二実施形態に係るフィルタ材１００の取外し工程及び取付け工程について、以下に説
明する。図１０～図１２に示すように、閉止板１２０の枠体１３０（管板１３１）への取
付けが終わったことを確認後、心棒１３３Ａの上流端に取付けられた締結具１３３Ｂを取
外す。締結具１３３Ｂを取り外すことのより、心棒１３３Ａから内側多孔板１００Ａ、外
側多孔板１００Ｂ及び濾材１１２から形成された一組のフィルタ材１００を、一体として
上流側に引き出して、取り外すことが出来る。この作業により、フィルタ材１００の取外
し工程が完了する。
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